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負
債
も
従
業
員

も
家
族
も
な
く
、

我
が
身
ひ
と
つ
だ

け
を
守
れ
ば
い

い
、
気
楽
な
人
生
が
突
如
そ

れ
ま
で
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た

筈
の
仕
事
を
失
い
、
そ
の
結

果
住
居
を
失
い
、
気
が
付
け

ば
、
そ
の
日
の
飢
え
を
凌
ぐ

食
費
も
な
く
、
凍
死
や
餓
死

が
目
前
と
言
う
現
実
が
あ

る
。

　

そ
う
い
う
人
の
多
く
は
被

保
険
者
証
も
な
く
、
手
ぶ
ら

で
医
者
に
行
く
よ
う
な
図
々

し
さ
も
無
く
、
む
ろ
ん
犯
罪

に
手
を
染
め
る
悪
知
恵
も
な

く
、
空
腹
も
痛
み
も
我
慢
す

る
だ
け
で
あ
る
。

　

多
様
な
貧
困
苦
痛
に
何
の

手
助
け
も
出
来
な
い
医
者
を

恨
み
も
せ
ず
夢
の
桃
源
郷
の

住
民
の
よ
う
に
た
だ
羨
望
す

る
だ
け
の
格
差
社
会
の
底
辺

の
人
で
あ
る
。

　

元
来
こ
の
人
達
を
救
済
す

べ
き
能
力
と
責
任
の
あ
る
筈

の
エ
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
高

学
歴
者
達
が
自
分
の
立
場
で

の
事
が
精
一
杯
で
悪
夢
の
よ

う
な
格
差
社
会
の
改
善
策
が

見
つ
か
ら
な
い
。

　

自
分
が
エ
リ
ー
ト
だ
と
い

う
誇
り
も
何
時
し
か
霧
散
し

て
し
ま
っ
て
漠
然
と
し
た
不

満
が
鬱
積
し
、「
改
革
」
と

い
う
言
葉
面
に
騙
さ
れ
る
無

能
者
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
。

療
報
酬
改
定
に
向
け
て
、
保

険
外
併
用
療
養
費
・
選
定
療

養
拡
大
の
動
き
が
強
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

選
定
療
養
拡
大
路
線
で
は

給
付
外
診
療
が
据
え
置
か
れ

る
だ
け
で
な
く
、
現
行
給
付

水
準
の
後
退
も
危
惧
さ
れ
ま

す
。
保
険
の
利
く
範
囲
を
広

げ
て
ほ
し
い
と
い
う
患
者
・

国
民
の
要
求
に
真
っ
向
か
ら

反
す
る
も
の
で
、
決
し
て
容

認
で
き
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
現
状
を
打
開
す
る

展
望
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
答
え
は
イ
エ
ス
で
す
。

「
構
造
改
革
」
が
も
た
ら
し

た
格
差
社
会
、
雇
用
破
壊
、

そ
し
て
医
療
・
歯
科
医
療
崩

壊
を
招
く
現
状
に
、
国
民
は

07
年
参
議
院
選
挙
で
明
確
に

「
ノ
ー
」
を
突
き
つ
け
ま
し

た
。
社
会
保
障
費
抑
制
は
与

党
・
閣
僚
の
中
か
ら
も
限
界

だ
と
の
声
が
出
て
き
て
い
ま

す
。

　

国
民
と
医
療
担
当
者
の
相

互
理
解
と
共
同
が
前
進
す
れ

ば
、「
医
療
費
総
枠
拡
大
・

診
療
報
酬
改
善
、
患
者
負
担

軽
減
」
が
実
現
で
き
ま
す
。

協
会
は
共
同
の
力
で
、「
構

造
改
革
」
政
治
の
流
れ
を
変

え
、
医
療
・
歯
科
医
療
崩
壊

を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に

全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

　

会
員
の
皆
さ
ん
、
協
会
活

動
を
前
進
さ
せ
、
私
た
ち
歯

科
保
険
医
の
生
活
、
経
営
と

医
療
を
守
り
、
保
険
で
よ
り

よ
い
歯
科
医
療
を
実
現
す
る

た
め
、
総
会
方
針
案
の
討
論

に
、
５
月
24
日
の
定
期
総
会

に
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

記
念
講
演
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

と
も
ど
も
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

あ
る
。

　

協
会
は
近
畿
厚
生
局
に
対

し
、
指
導
日
の
前
日
に
フ
ァ

ク
ス
さ
れ
て
い
る
「
患
者
リ

ス
ト
」
を
、
従
前
と
同
じ
く

「
１
週
間
か
ら
10
日
前
に
」

送
付
す
る
よ
う
再
三
申
し
入

れ
て
き
た
。

�

（
関
連
２
面
）

新規指導の最新情報
「自主返還」の示唆も

れ
、
カ
ル
テ
枚
数
も
10
件
に

増
え
て
い
る
。
し
か
も
不
備

が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

診
療
報
酬
を
「
自
主
返
還
」

す
る
よ
う
に
指
導
終
了
時
に

技
官
か
ら
告
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

近
畿
厚
生
局
は
昨
年
10
月

以
降
に
新
規
個
別
指
導
を
受

け
た
対
象
者
に
対
し
て
、
指

導
時
の
「
指
摘
事
項
」
を
順

次
送
付
し
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
「
改
善
報
告
書
」
の
提

出
が
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も

専門家がおこたえします

室相 談各 種
法律相談

【日　時】５月13日（水）午後２時～４時
【相談者】河村武信 弁護士
※都合により11日から13日に変更させていただきます

相談料は無料、会場は保険医会館１Ｆです｡

税務相談
【日　時】５月20日（水）午後２時～５時
【相談者】鳥居義昭 税理士

雇用相談
【日　時】５月21日（木）午後２時～４時
【相談者】桂好志郎 社労士

　

３
月
中
旬
以
降
に
実
施
さ

れ
て
い
る
新
規
個
別
指
導
で

は
、「
患
者
リ
ス
ト
」
を
前

日
の
午
後
３
時
ま
で
に
フ
ァ

ク
ス
送
信
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
４
月
以
降
に
実

施
さ
れ
た
同
指
導
で
は
、
実

施
時
間
が
１
時
間
に
変
更
さ

　

会
員
の
皆
さ
ん
、
日
頃
か

ら
協
会
活
動
へ
の
ご
協
力
を

賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
今
年
は
２
年
に
１

回
の
総
会
開
催
年
で
す
。
総

会
で
は
、
情
勢
と
過
去
２
年

の
活
動
を
振
り
返
り
、
こ
れ

か
ら
２
年
間
の
協
会
活
動
の

目
標
を
決
定
し
ま
す
。

　

方
針
案
の
ポ
イ
ン
ト
は
一

言
で
言
え
ば
、
歯
科
医
療
を

取
り
巻
く
厳
し
い
環
境
を
い

か
に
打
開
し
て
、
歯
科
保
険

医
の
生
活
、
経
営
と
医
療
を

守
っ
て
い
く
か
で
す
。

　

医
療
「
構
造
改
革
」
は
、

国
民
に
は
保
険
料
や
窓
口
負

担
な
ど
負
担
増
を
、
保
険
医

に
は
診
療
制
限
や
指
導
・
監

査
強
化
な
ど
規
制
を
強
め
て

い
ま
す
。
狙
い
は
、
い
ず
れ

も
医
療
費
抑
制
で
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
０
年
診

歯
科
医
療
危
機
打
開
し
経
営
を
守
ろ
う

定
期
総
会
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す

　

レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
義
務
化
撤
回
を
求
め
る

「
大
阪
訴
訟
」
が
23
日
、
２

４
５
人
の
原
告
団
で
大
阪
地

方
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
。

提
訴
の
後
、
記
者
発
表
お
よ

び
報
告
集
会
を
開
き
、
Ｔ
Ｖ

取
材
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
注
目

も
集
め
た
（
詳
細
は
次

号
）。

　

原
告
団
結
成
集
会
で
は
、

約
３
０
０
人
の
原
告
へ
の
希

望
者
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、

１
次
提
訴
に
手
続
き
が
間
に

合
わ
な
か
っ
た
先
生
は
２
次

提
訴
か
ら
参
加
す
る
。
横
浜

で
は
す
で
に
１
７
４
４
人
が

提
訴
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
動
き
を
受
け
て

政
府
は
、
３
月
31
日
の
閣
議

決
定
で
一
部
見
直
し
を
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し

あ
く
ま
で
義
務
化
の
姿
勢
は

伊
津
進
弘
理
事
長

崩
し
て
い
な
い
。
大
阪
訴
訟

を
通
じ
て
、
さ
ら
に
世
論
を

高
め
義
務
化
を
撤
回
さ
せ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
２
次
提
訴
は
６
月
の
中

旬
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
５

月
末
ま
で
の
締
め
切
り
に
な

る
。
協
会
は
２
次
提
訴
に
向

け
て
、
よ
り
一
層
の
原
告
団

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

◆

【
原
告
団
の
体
制
】

（
団
長
）
高
本
英
司
・
大
阪

府
保
険
医
協
会
理
事
長

（
副
団
長
）
小
澤
力
・
大
阪

府
歯
科
保
険
医
協
会
副
理
事

長
、
中
野
明
弘
・
大
阪
府
保

険
医
協
会
副
理
事
長
、
坂
口

道
倫
・
大
阪
府
保
険
医
協
会

副
理
事
長

（
事
務
局
長
）
安
藤
元
博
・

大
阪
府
保
険
医
協
会
副
理
事

長

レセプトオンライン義務化撤回訴訟

２次訴訟 締め切りは５月末
大阪地裁に245人が提訴

レセプトオンライン請求義務化撤回訴訟 Ｑ＆Ａ

お
知
ら
せ

　

本
紙
５
月
５
日
付
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
に
伴
う
印
刷

・
発
行
体
制
の
都
合
に
よ
り
休
刊
致
し
ま
す
。

第
49
回
定
期
総
会
議
案
…
５~

14
面
（
情
勢
、ま
と
め
、方
針
）

指導時間
30分
↓
１時間

カルテ枚数
５枚
↓
10枚

自主返還
なし
↓
あり

新
規
個
別
指
導
で
の
変
化

第45回通常評議員会

【議　案】
●情勢、07・08年度活動まとめ、09・10年度
活動方針・重点課題案●08年度決算報告案●
08年度収支差額処理案●09年度予算案●理
事、監事選出

５月16日（土）午後５時45分～８時
（於：M＆Dホール）

第49回定期総会
５月24日（日）午後１時～６時45分

●情勢、07・08年度活動まとめ、09・10年度
活動方針・重点課題案●08年度決算報告案●
08年度収支差額処理案●09年度予算案●事務
局長、名誉役員の承認

◇レセプション　午後５時20分～
　　　　　　　　６時45分
　　　　　　　（於：Ｍ＆Ｄホール）

記念講演　午後１時～３時
　　　　　（於：Ｍ＆Ｄホール）
総会議事　午後３時10分～５時10分
　　　　　（於：保険医会館５階）

記
念
講
演

「メタボリックシンドロームの
合併症としての歯周病」
講師：西村栄紀先生
（広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

Ｑ　わたしはオンライン請求には何とか対応できそうです。確かに、年配の
先生方は気の毒ですが、自分自身が訴訟とどのようにかかわっているの
かピンときません。なぜ、訴訟をするのですか？

Ａ　歯科医師法第１条には「歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公
衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するも
のとする」とあります。私たちの職業は、患者の生存権（憲法25条）に直
結しています。このような大切な職業の帰趨を国会の議を経ずに政省令
で勝手に決めることは、憲法41条に抵触しています。このようなことを
許せば、診療に関する重要事項が官僚の意のままに改廃さかねません。
そうなれば医療現場がたびたび混乱し、患者の受療権も犯されます。

　　　また、情報漏えいによる、患者のプライバシーの侵害（憲法13条違
反）の危険性をも孕んでいます。

　　　患者の生存権とプライバシーを守り、法治国家にふさわしい手続きを
踏んで物事を決めるべきだと、訴訟を通じて抗議しているわけです。

　　　この訴訟は、オンライン請求に対応できる方にも共通の問題なのです。

Ｑ　原告になるには、費用がかかりますか？
Ａ　原告一人につき、収入印紙代などで１万３千円が必要です。

Ｑ　原告になると法廷に行かなければなりませんか？
Ａ　基本的に法廷やマスコミへの対応は、保険医協会の役員が行いますの
で、必ずしも出廷しなければならないものではありません。

Ｑ　原告団に参加したいが、名前は公表したくないのですが
Ａ　裁判における訴状及び裁判記録には原告名が記されることとなります。
しかし、原告名が公にされることはありません。


